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平成２５年度第４回富里市国民健康保険運営協議会会議録(要点筆記) 

 

招集年月日 平成２６年２月６日 

招集の場所 富里市役所 別館２階 大会議室 

開会・閉会 

の  時  間 

開会  平成２６年２月６日 １４時００分 

閉会  平成２６年２月６日  １４時４８分 

分 

◎会長 

○会長職務代理 

氏    名 出欠等の別 届出の有無 

◎池田  明 ○  

○大塚 良一 ○  

林田 美惠子 ○  

綿貫 文雄 ○  

大竹 俊子 ○  

田中 章三 ○  

我妻 道生 ○  

内田 啓二 欠 有 

麻野 邦子 ○  

会議録署名委員 池田 明 

説明のため出席 

した者の職氏名 

国保年金課長     栗原 智彦 

国保年金課副主幹  新井 弘子 

国保年金課副主査 秋葉 忍 

 

 

職務のため出席 

した者の職氏名 

 

国保年金課主査  岩舘  進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議に附した事件 別紙のとおり 

会議の経過 別紙のとおり 
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平成２５年度第４回富里市国民健康保険運営協議会会議次第 

 

日 時 平成２６年２月６日（木） 

午後２時００分～ 

場 所 別館２階 大会議室 

 

 

１ 開 会 

 

２ 市長あいさつ 

 

３ 議 題 

 

（１）平成２５年度富里市国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号）(案) 

   について 

 

 

 

 

 

（２）平成２６年度富里市国民健康保険特別会計当初予算(案)について 

 

 

 

 

 

４ その他 

   

次回会議予定 

  事務局（案） 平成 2６年 5 月 15 日（木）午後 

  ※開催する場合は事前に通知します。 

 

 

５ 閉 会 
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○委員の意見    ⇒市の説明 

議題（１）平成 25 年度富里市国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号）（案）について 

⇒ 今回の補正予算は，交付決定や決算見込み数字との差額補正。 

資料１ P1 歳入 国民健康保険税 一般被保険者国民健康保険税△5,475 万円 減額。 

P2 退職被保険者等国民健康保険税△2,248 万 1 千円 減額。 

P3 定健康診査等負担金 国庫負担金と県負担金 交付額決定。 

高齢者医療制度円滑運営事業費補助金 増額。 

P4 医療費共同事業交付金 保険財政共同安定化事業交付金 増額。 

P5 一般会計繰入金 基盤安定繰入金の減及び法定外繰入金 5,530 万 5 千円 増額。 

第三者行為による納付返納金 減額。 

P6 国保事務電算処理事業 増額。 

医療費適正化特別対策事業 賦課徴収事業 減額。 

P7 特定健康診査等事業 減額。 

歳入・歳出△396万 7千円減額，総額を 62億 5,155万 5千円。 

 

○ 特定健診の未受診対策は，何かありますか。 

⇒ 再勧奨は，昨年度から実施しています。 

国保データベースシステムを国が整備し，国保の国民を解析しようとしています。富里市民全員 

のデータが蓄積され，それらを突合させて，未受診者に働きがけをしていくようなことが，やって

いけのではないかというところです。国保データベースを活用した働きかけを，どのようにしてい

くかが，課題です。 

○ 高額療養費，高額に掛かっている方に対するアプローチは，何かされていますか。たとえば，１ 

年間もしくは，1 ケ月に 1,000 万かかっている方とかいますか。 

⇒ 富里市で最もかかっている方は，心臓の総合弁，循環器系 1 回で，600 万程度です。 

なってしまった方への法定給付は，義務になりますので声掛けは，難しいです。 

予防的な部分で，成人病などに起因するのであれば，保健指導などを通じてできるかなと思いま 

すが，手術になった方に対してのアプローチは，難しいです。 

○ 保健センターで行っていることですが，健診結果で異常値が出た場合，その方に，「病院行きな 

さい」という指示書を送っています。もらった方は，それを持って僕らのところに来ます。その指 

示書に，来院したことを記入して保健センターに返送しています。その方が，病院に行かないと， 

保健センターから通院確認があります。 

○ 国保税で 7,700万円程減額がありましたが，大きな要因は何ですか。 

⇒ 被保険者数が減少しています。それに伴い保険税の調定額が，下がったのと今後の徴収状況を 

24年度と同様で推移するものとした収納見込みです。 

⇒ 平成 23年度以降，社会保険に加入し，国民健康保険の資格喪失手続きをされない方について， 

12月中旬に，職権処理を含めて 100件程資格喪失の手続きを行いました。また 3月に実施する予 

定です。 

○ 保険税の徴収率は，年々上がっていますか。徴収率をアップさせる特別な対策をしていますか。 

⇒ 23年度から 24年度の徴収率は，上昇しています。 
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11月毎週日曜日に納税相談と電話催告を行いました。その他，来庁者で納付困難な場合は，納 

税課で分納誓約を結んでいただいています。 

○ 任期付きで，徴収員をお願いしていたこともありましたが，今は，お願いしていないのですか。 

⇒ 納税課で，現在 2 人，週 3 日位お願いしています。 

○ 1 人の滞納者の対応について，何かあった時に，チームで対策を相談できたりする組織的なもの 

があった方がいいのかなと思うのですが。 

⇒ 個々のデータは端末上にあります。 その方に納税課で対応しても，国保で対応しても，常に記 

録として入力し，次にその方に対応する際は，以前の経緯を確認して対応しています。 

○ 国保と社会保険に重複加入していた方の資格を遡及して更正することで，国保税についても遡及 

して対応されるのですか。 

⇒ 国保の資格が，社会保険加入時からなくなりますので，国保税についても遡及します。 

○ レセプトは，社会保険に加入しているからこっちに来ないわけですよね。 

⇒ 国保で病院に掛かっている方については，レセプトの返戻を病院へお願いをします。 

○ 採決を行います｡ 

  25 年度富里市国民健康保険特別会計補正予算（第 3 号）（案）について，賛成の方は挙手をお願 

 いします。 

 挙手全員 

 挙手全員です。この案は，可決されました。 

 

議題(2)，平成 26 年度富里市国民健康保険特別会計当初予算（案）について，  

⇒ 資料 2  

P10 平成 26 年度当初予算 前年度比 1 億 9,408 万 4 千円 3.3%増の 61 億 2,809 万 2 千円。 

歳入の主な増減理由として６点。 

１点目 ２款国庫支出金 前年度比 5,125 万 3 千円 3.6％増の 14 億 8,371 万 4 千円。 

2 点目 3 款療養給付費等交付金 前年度比 620 万 2 千円 1.9％減の 3 億 1,654 万 2 千円。 

3点目 4款前期高齢者交付金 前年度比 1億 1,820万 8千円 11.7％増の 11億 2,463万 3千円。 

４点目 ６款共同事業交付金 前年度比 3,626 万 5 千円 6.0%増の 6 億 4,551 万 7 千円。 

5 点目 8 款繰入金 前年度比 2,227 万 4 千円 5.6％増の 4 億 2,305 万 4 千円。 

６点目 国民健康保険税 前年度比 4,083 万 6 千円 2.5％減の 16 億 1,361 万 2 千円。 

P11 歳出の主な増減理由として３点。 

１点目 2 款保険給付費 前年度比 1 億 9,018 万３千円 5.1%増の 39 億 5,607 万 2 千円。 

２点目 3 款後期高齢者支援金等 6 款介護納付金 前々年度精算額。 

3 点目 ７款共同事業拠出金 前年度比 2,134 万 6 千円，3.3%増の 6 億 6,800 万 9 千円。 

説明は以上でございます。 

○ 高額療養費 一般被保険者高額療養費が，25 年度 3 月補正後で， 400 万程の増で足りますか。 

70 歳から 74 歳までの人の負担割合が，替わることで，高額療養費の支出が増えるのではないか。 

⇒ 保険者としての富里市の立場は，個人の方の窓口負担が，1 割から 2 割へと変わるのですが，残 

り部分を 8 割か 9 割かということになりますが，そのギャップ分については，制度上，国が補 

填することになっています。市の負担する部分が，個人の窓口負担が変わったからと言って，増 
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えるとか減るという制度では，ありません。 

○ 今年度 10 月以降，高額療養費を 20％の増で見込んでいましたが，2 割ずつ増えていくのに，25 

年度とほぼ同額で予算だてしていますが，高額療養費をもっと増やさなくてよいのですか。 

⇒ 12 月・1 月と実績が出できまして，補正予算を講じた段階より，その後の実績が見込み程伸び 

ていません。 

結果的に，一般で 25 年度当初予算と比較しますと，増加となりますが最終的には，増額補正 

した範囲内で収まるのではないかという積算をしました。 

○ 採決に移ります。 

第２号議案 平成 26 年度富里市国民健康保険特別会計当初予算（案）については，賛成の方の

挙手をお願いします。 

挙手全員 

挙手全員ですので，この案は，は可決しました。 

 

  次回会議日程 

5 月 15 日（木）の午後 

 


